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令和２年７月豪雨による被災者に係る一部負担金・利用料免除等の実施 

について（要請・意向確認依頼） 

 

 

令和２年７月豪雨による貴管内の被害の状況等を鑑み、被災者の医療・介護の

一部負担金・利用料の免除等に係る特別対策として、医療・介護の保険者に別添

の支援策の実施をお願いしたいと考えています。 

 つきましては、災害救助法(昭和 22年法律第 118号)が適用された市町村に係

る貴管内保険者における一部負担金・利用料の免除等の実施の意向について、下

記の要領によりご確認、ご報告いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 被災者に対する一部負担金・利用料の免除等について、保険者が以下のいず

れかの意向を有するか。 

① 当該保険者の被保険者について、保険医療機関・介護サービス事業所等

における一部負担金・利用料の支払いが猶予され、さらに、猶予された分

について免除すること。 

② 当該保険者の被保険者について、保険医療機関・介護サービス事業所等

における一部負担金・利用料の支払いが猶予されること。 

③ 猶予・免除の意向がない。 

 

２ 報告期限  確認できるところから速やかにご報告願います。 

 御中 



 

※ ①又は②と回答いただいた保険者におかれては、令和２年７月豪雨により

被災した被保険者が保険医療機関・介護サービス事業所等を受診・利用した

際に混乱を招かないよう、今後、別途事務連絡等で、一部負担金・利用料の

支払いの猶予の対象となる医療保険者・介護保険者として、全国の保険医療

機関・介護サービス事業所等に対して保険者名を周知させていただきますの

で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 


